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【背景および趣旨】 

 

 我が国は、国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。しかし、

急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化に直面しており、医療制度を将来

にわたり持続可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。 

 

 このような状況に対応するため、平成 20年 4月より、高齢者の医療の確保に関する法律に基づ

いて、保険者は、40歳から 74歳の被保険者及び被扶養者を対象に、糖尿病等の生活習慣病に関す

る健康診査（特定健康診査）及びその結果により健康の保持・生活習慣の改善に努める必要があ

る者に対する保健指導（特定保健指導）を実施することとなった。 

 

 さらに、平成 27年度からは、超高齢化の進展に対する施策として、国民の健康寿命の延伸を重

要な柱として掲げ、全ての医療保険者に対し、レセプト等のデータ分析、それに基づく加入者の

健康保持増進のための事業計画として PDCAサイクルで取り組む「データヘルス計画」の作成・公

表、事業実施、評価等の取り組みも求められることとなった。 

  

これらを踏まえ、令和 6～11 年度を第四期とした本計画は、第三期までの実績を勘案し、当健

康保険組合の特定健康診査および特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査

および特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるもので

ある。 

 

【国際興業健保組合の現状】 

 

 当健保組合は、運輸、ホテル、ゴルフ場、自動車販売を主たる業とする事業所が加入している

ことから、運転士、ホテル従業員、ゴルフ場キャディ、自動車整備士など現業従事者が被保険者

に多い健保組合である。 

 令和 5年度の事業所数は 7で、都道府県別に見ると東京 4、神奈川１、千葉 1、北海道１、とな

っており、主に関東地区を基盤としている。 

 ただし、支店や営業所は全国に点在しており、その中でも埼玉県南部から東京都北部に比較的

大きな事業所がある為、東京近郊に在勤している被保険者及び被扶養者は６割、それ以外の在勤

者は４割程度である。 

 当健保組合に加入している被保険者は、平均年齢が 47.3歳（平成 29年度 43.4歳）で、男性が

全体の 84％を占める。 

 健康診断については、各事業主が労働安全衛生法に基づき実施し、受診率は 95%程度である。当

健保組合としては、被保険者の居住地を中心に 52ヶ所の医療機関と人間ドック契約を締結し、３

０歳以上の希望者に対し自己負担３割で実施し、令和 4 年度は 315 名（被扶養者含む）が受診し

た。被扶養者の特定健診は、人間ドック受診時の健診のほか、健保連集合契約で令和 4年度は 315

名が受診した。 

第三期実施計画期間（平成 30～令和 5年度）における特定健康診査等の受診率については、令
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和 4年度において 78.1％と、目標の 88％に対して下回っている。この要因は、被保険者の受診率

が 95.6％なのに対し、被扶養者の受診率が 30.4％（人間ドック受診者含む）で頭打ちとなってい

るためである。 

疾病大分類別一人当たり医療費でみると、消化器系疾患（歯科含む）、呼吸器系疾患、内分泌疾

患・栄養・代謝疾患、循環器系疾患、筋骨格系・結合組織疾患が上位を占めている。 

生活習慣病一人当たり医療費では、1 位：高血圧症、2 位：糖尿病、3 位：高脂血症、4 位：高

尿酸血症、5位：虚血性疾患、6位：脳血管障害の順となっている。 

また、特定保健指導の実施率については、目標の 46％に対し 22.9％と大きく下回っている。 

第四期はＩＣＴを活用した特定保健指導の拡充やコラボヘルスによる母体企業との連携を強化し

実施率を向上させ目標達成に努めて参ります。 

 

 

【特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項】 

 

1 特定健康診査等の基本的考え方 

メタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準は、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血

症、高血圧は予防可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病化

を予防することが可能であるという考え方を基本としている。 

この概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患の原因になるこ

とをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の改善に向けての明確な動機

付けができるようになる。 

 

2 特定健康診査等の実施に係る留意事項 

特定健康診査のうち、被扶養者については、引き続き対象者全員に受診券を配付する等受診機

会を広く提供していく。健診後は、当健保組合が主体となってそのデータを授受管理し、特定保

健指導の実施率向上に努める。実施データについては法令順守のうえ管理する。 

 

3 事業者等が行う健康診断及び保健指導との関係 

被保険者の特定健康診査については、事業者が労働安全衛生法に基づき定期健診を実施してい

るので、当健保組合はそのデータを受領する。また、健診の受診率向上については事業者に協力

要請していく。健診費用については、事業者が負担する。 

 

4 特定保健指導の基本的考え方 

生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。そのた

めの保健指導では、対象者自身が健診結果から自分の健康状態を把握し、生活習慣改善のための

行動目標を自ら設定・実行できるように支援することにある。 

また、特定保健指導対象者のうち、検診結果において、「要精密検査」「要治療」判定者にあっ

ては、心血管病の進行予防（心疾患、脳卒中等の重症化予防）のために治療が必要であることを

念頭に、医療機関の受診勧奨に努める。 



 

3  

 

Ⅰ 達成目標 

 

1 特定健康診査の実施に係る目標 

令和 11年度における特定健康診査の実施率を９０．０％とする。 

この目標を達成するために、令和 6年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

目標実施率                                   （％)   

  
Ｒ6年度 

(2024) 

Ｒ7年度 

(2025) 

Ｒ8年度 

(2026) 

Ｒ9年度 

(2027) 

Ｒ10年度 

(2028) 

Ｒ11年度 

(2029) 
国の参酌標準 

被保険者 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 ― 

被扶養者 40.5 46.5 51.6 58.4 64.3 70.3 ― 

被保険者＋被扶養者 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 90.0 

 

2 特定保健指導の実施に係る目標 

令和 11年度における特定保健指導の実施率を６０．０％とする。 

 この目標を達成するために、令和 6年度以降の実施率（目標）を以下のように定める。 

 

目標実施率                                 

被保険者＋被扶養者（人）                                                      

 
Ｒ6年度 

(2024) 

Ｒ7年度 

(2025) 

Ｒ8年度 

(2026) 

Ｒ9年度 

(2027) 

Ｒ10年度 

(2028) 

Ｒ11年度 

(2029) 

国の参酌標

準 

40歳以上対象者

（人） 
3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 ― 

特定保健指導 

対象者数（推計） 
550 540 530 520 510 500 ― 

実施率（％） 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0 60.0 60.0％ 

実施者数 138 162 186 208 255 300 ― 

 

保健指導は委託して実施する。遠隔地の者についても保健指導ができるように、委託先を増やし

ていく。 

 

 

3 特定健康診査等の実施の成果に係る目標 

令和 11年度において、平成２９年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備

群の減少率を２５％以上とする。
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Ⅱ 特定健康診査等の対象者数 

1 対象者数 

① 特定健康診査 

被保険者                                   （人） 

  
Ｒ6 年度 

(2024) 

Ｒ7 年度 

(2025) 

Ｒ8 年度 

(2026) 

Ｒ9 年度 

(2027) 

Ｒ10 年度 

(2028) 

Ｒ11 年度 

(2029) 

被保険者数 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 3,610 

40 歳以上対象者 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 2,550 

目標実施率（％） 95.0 95.5 96.0 96.5 97.0 97.5 

目標実施者数 2,423 2,435 2,448 2,461 2,474 2,486 

被扶養者                                   （人） 

  
Ｒ6 年度 

(2024) 

Ｒ7 年度 

(2025) 

Ｒ8 年度 

(2026) 

Ｒ9 年度 

(2027) 

Ｒ10 年度 

(2028) 

Ｒ11 年度 

(2029) 

被扶養者数 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 3,140 

40 歳以上対象者 970 970 970 970 970 970 

目標実施率（％） 40.5 46.5 51.6 58.4 64.3 70.3 

目標実施者数 393 451 501 566 624 682 

被保険者＋被扶養者                              （人） 

 
Ｒ6 年度 

(2024) 

Ｒ7 年度 

(2025) 

Ｒ8 年度 

(2026) 

Ｒ9 年度 

(2027) 

Ｒ10 年度 

(2028) 

Ｒ11 年度 

(2029) 

対象者数（合計値） 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 6,750 

40 歳以上対象者 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 

目標実施率（％） 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 

目標実施者数 2,816 2,886 2,957 3,027 3,098 3,168 

 

② 特定保健指導の対象者数 

被保険者＋被扶養者                              （人） 

  
Ｒ6 年度 

(2024) 

Ｒ7 年度 

(2025) 

Ｒ8 年度 

(2026) 

Ｒ9 年度 

(2027) 

Ｒ10 年度 

(2028) 

Ｒ11 年度 

(2029) 

40 歳以上対象者 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 3,520 

動機付け支援対象者 230 220 210 200 190 180 

実施率（％） 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

実施者数 115 110 105 100 95 90 

積極的支援対象者 320 320 320 320 320 320 

実施率（％） 7.2 16.3 25.3 33.8 50.0 65.6 

実施者数 23 52 81 108 160 210 

保健指導対象者計 550 540 530 520 510 500 

実施率（％） 25.0 30.0 35.0 40.0 50.0 60.0 

実施者数 138 162 186 208 255 300 
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Ⅲ 特定健康診査等の実施方法 

 

（1）実施場所 

 特定健康診査は、被保険者については、事業者が労働安全衛生法に基づき実施した定期健診の

データを受領する。被扶養者については、健保連の集合契約により行う。 

 特定保健指導は、保健指導を行える機関に委託し実施する。保健師等による面談場所について

は、実施機関によって異なるが、事業所内の面談場所等とするほか、スマートフォン等の端末を

使って実施できる委託機関については、事業所内の会議室や自宅等で実施する。 

 

（2）実施項目 

 実施項目は、標準的な健診・保健指導プログラム第２編第２章に記載されている健診項目とす

る。 

 

（3）実施時期 

 実施時期は、通年とする。 

 

（4）委託の有無 

ア 特定健康診査 

 一般の被保険者は全国に散在するものの、事業者が実施する定期健診のデータを用いることで

加入者全員が受診可能であるため、委託は行わない。任意継続被保険者および被扶養者について

は、全国に散在することなどを考慮しつつ、代表医療保険者（健保連）を通じて健診機関の全国

組織との集合契約を結び、全国での受診が可能となるよう借置する。 

 

イ 特定保健指導 

 被保険者・被扶養者が遠隔地にいる場合等などを考慮し、標準的な健診・保健指導プログラム

第３編第５章の考え方に基づきアウトソーシングする。また、全国での利用が可能となるよう借

置する。 

保健師等による面談場所については、実施機関によって異なるが、事業所内の面談場所等とす

るほか、スマートフォン等の端末を使って実施できる委託機関については、事業所内の会議室や

自宅等で実施する。 

また、今後も実施状況を見据え、受診率向上のための施策を整える。 

 

（5）受診方法 

 特定健診については、当健保組合が、被保険者・被扶養者のうち特定健康診査等対象者の受診

券を、直接各個人に宛て送付する。 

 当該被保険者・被扶養者は、受診券を健診機関等に被保険者証とともに提出して特定健康診査

を受診し、受診結果に基づき特定保健指導を受ける。 

 受診の際の窓口負担は無料とする。ただし、規定の実施項目以外を受診した場合はその費用は

個人負担とする。 
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 特定保健指導については、被保険者は対象者全員に案内・周知をし、事業者の協力のもと実施

する。 

 

（6）周知・案内方法 

 周知は、社内イントラネット等に掲載するとともにポスターの掲示等（けんぽだより）で事業

主を経由して行う。また、被扶養者については、受診券送付時に詳細な案内をするほか、再案内

を行う。 

 

（7）健診データの受領方法 

 健診のデータは、契約健診機関から代行機関を通じ電子データを随時（又は月単位）受領し

て、当組合で保管する。また、特定保健指導について外部委託先機関実施分についても同様に電

子データで受領するものとする。なお、保管年数は５年とする。 

 

（8）特定保健指導対象者の選出の方法 

 特定保健指導の対象者については、被保険者および被扶養者が速やかに保健指導を受診するこ

とができることにより受診率の向上につながるよう、特定健康診査の結果データを受領した者か

ら順次選出する。 

 

Ⅳ 個人情報の保護 

 当健保組合は、国際興業健康保険組合個人情報保護管理規程を順守する。 

 当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らし

てはならない。 

 当健保組合のデータ管理者は、常務理事（事務長）とする。またデータの利用者は当組合の職

員に限る。 

 外部委託する場合は、データ利用の範囲・利用者等を契約書に明記することとする。 

 

Ⅴ 特定健康診査等実施計画の公表・周知 

本計画の公表は、当健保組合のホームページに掲載して行う。 

また、本計画の周知は、「けんぽだより」等を用いて、社内イントラネット及び掲示板への掲

示等で周知を図る 

 

Ⅵ 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

 当計画については、毎年事務局において見直しを検討する。 

 また、令和 8年度末に３年間の評価を行い、目標と大きくかけ離れた場合その他必要がある場

合には見直すこととする。 

 

Ⅶ その他 

（事業主との連携） 

 被保険者が特定保健指導を受けやすくするために事業主と協議し、実施可能な事業所において

は、就業時間内に実施する。 
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（実施体制の確保） 

当健保組合職員については、特定健康診査・特定保健指導に係る研修に積極的に参加させる。 

 

 

附則 本計画は令和 6年 4月 1日から実施・計画する。 


